
荒海共生プラザ 

 

１ 施設名  成田市荒海共生プラザ 

 

２ 指定管理者  荒海区共生施設管理組合 

 

３ 指定期間  平成 29年 4月 1日～平成 34年 3月 31日(5年間) 

 

４ 選定方法  非公募 

 

５ 非公募理由   地域の活力を活用した管理を行うことで、効果的かつ効率的に運営

できると思われることから、「成田市公の施設に係る指定管理者の指定

の手続き等に関する条例」第５条第１項第３号の規定に基づき、非公募

とする。 

 

６ 選定経過    

   募集要項の配布    平成 28年 9月 1日 

   申請書類の提出受付       9月 8日 

   荒海共生プラザ専門部会      9月 14日 

   指定管理者選定委員会     10月 18日 

 

７ 申請団体数  1団体 

 

８ 審査方法  書類審査 

 

９ 審査結果 

審査項目 基準 審査結果 

経営に関する

こと 

①安全管理についての基本方針 適・否 成田市公の施設指

定管理者選定委員

会荒海共生プラザ

専門部会の委員5

名による審査の結

果、選定された団体

は全ての審査項目

について「適」と判

断された。 

②公共性についての基本方針 適・否 

③熱意や意欲 適・否 

事業計画に関

すること 

①施設管理の計画、内容 適・否 

②施設管理に必要な人員配置計画 適・否 

③年間事業計画に関する理念、基本方針 適・否 

④施設の運営方針や条例に規定する事業

計画・企画書の提案内容 
適・否 

⑤施設管理及び事業運営経費の収支計画 適・否 

 

10 審査講評 

 平成２８年９月１４日に専門部会を開催し、指定管理者指定申請書の書類審査を実施しました。 

 荒海共生プラザの運営方針並びに事業計画について、選定基準に基づいて適否の判定を行っ

た結果、指定管理者として適当であるとの判断を得ましたので、荒海区共生施設管理組合を指定

管理者の候補者として選定することと審査決定するものです。 

 荒海共生プラザは、久住地区における生活環境の向上と活性化などの地域振興策として位置



付けられ、航空機騒音による民家の移転跡地を活用して建設された施設であります。 

 荒海区共生施設管理組合は荒海区の下部組織であり、現在に至る管理実績も良好であること、

地域振興にも寄与しており、信頼できる地元団体として、コミュニティ活動の活性化に貢献できる

体制であることなどが評価されました。 

 また、今後も地元の活力を活用した管理を行うことで、効果的かつ効率的に運営でき、施設利用

者の安全確保をはじめ、良好な施設管理が行われることが期待できます。 

 

 

11 議決年月日  平成 28年 12月 21日 

 

12 指定年月日  平成 29年 1月 11日 


